
独立記念日式典におけるイサイアス大統領の演説 

2010 年 5 月 24 日 

国内そして国外の同胞のみなさん 

今日の参加者そしてご来賓のみなさま 

みなさま 

おめでとう！愛国心豊かな、信頼にたるエリトリアの国民、そしてエリトリアのパート 

ナーや友人のみなさん。19 回目の独立記念日にあたり、わたしは非常に充実を感じて 

おり、私たちの中におられる来賓に加えて、この祝典を組織してくれた人々や祝典に彩 

を添えてくれたエリトリアの人々に深い感謝の意を述べたいと思います。 

みなさん 

19 年間というのは、独立国の寿命の中では長い期間ではありません。このような長さ 

の期間は、本当の主権・独立国家を築くプロセスにおいては、それほど長い時間ではあ 

りません。しかしながら、この 19 年間で展開してきた成果や発展をみてきますと、こ 

の 19 年間というのは、まちがいなくこの長さ以上のものを表しています。とくに後半 

の 12 年間は、この国が直面した大変な難題を考えれば、大きな成果があげられてきま 

した。終わったばかりの年に対しても同じことが言えるでしょう。 

本題に入る前に、2009 年の成果からはじめたいと思います。これに関連して、いわゆ 

る“制裁”という、最近流布されている、エリトリア国民と政府に対しての策略につい 

て述べたいと思います。 

基本的にこの問題はいかなる合法性も欠いており、 本質的にはその他の主要な根本的問 

題を糊塗するために計画されたものです。 ですから、 適切な道筋から外れることにより、 

問題を意味のない方向へ曲げているのです。そのようなものとして、エリトリアの国民 

と政府は、謀略に対して実質共に断固たる拒絶を貫いています。筆頭として、我々は正 

式に、国連安全保障理事会に対して以下のように異議を申し立てています 

１．いったい何が、わたしたちが非難されている理由なのか？ ２．非難しているのは 

誰なのか？ ３．誰が仲裁人で、だれが判事なのか？そして彼らの法的権限と方法論は 

どういったものか？ ４． なぜわたしたちの自己防衛の権利は尊重されないのか？ ５． 

非難やそれを言い立てている人、その口実が何であろうと、独立した公正な場での自己



防衛の権利は尊重されるべきであり、そうすることで、この問題に事実と法的見地と正 

義に基づいて私たちは対処できるのです。また、私たちは、いずれの非難も法的見地に 

基づいておらず、むしろ、クリスマスという特別な日の前夜に故意にぶつけられた政治 

的な戦術であるということに気付いています。 

みなさん 

そのような訳で、みなさんがこの数日来耳にしてきたように、TPLF の指導者と協力者 

は、彼らの“非難”を驚くような不正なやり方で安保理に提出しました。 

基本的に、一連の問題の論点は、うわべだけの陳腐な非難についてではなく、単純な論 

理と法的方法論についてのものです。ですから、もし“非難”が問題を実証することな 

しに、ただ提出されただけのナンセンスなものであったとしたら、どうやって、あるい 

は何に基づいて、安保理は決議を採択したのでしょうか。すでに判決が下された後に、 

告訴を受け入れるなどという例があるのでしょうか？あのように単純で人をばかにし 

た行為は、 安保理自体にとっての恥ではないのでしょうか？安保理はこの件についてど 

う思っているのでしょうか？ 

この謀略の筋書きは、結局は、荷車を馬の前につけたような可笑しなもので、そのプロ 

セスにおいては、一人の原告、目撃者、判事、警察が登場するだけで、何も目新しいこ 

とはなく、 悪意を持った原告と仲間の嘘吐きたちの破綻をさらしてみせただけの出来事 

でしかありませんでした。さらに、これにより安保理はその品位が損なわれ、恥をかか 

されましたが、 一方で、 エリトリアの国民と政府にはかえって高いモラルがもたらされ、 

決議に対する法的国民的な断固たる拒否という決意は強化されています。 

みなさま 

こういった恥ずべき無謀な行いにも関わらず、今述べてきたことを考慮することで、事 

態に対する正しい理解が得られるかと思います。では、主な話題へ移らせていただきた 

いと思います。 

12 年前、国境紛争が扇動され悪化させられたということが思い出されるべきです。大 

規模な介入を含む法的仲裁プロセスに続いて、2002 年には裁定がなされました。しか 

し、いまだにそのエリトリアの主権領土は、他国の占領下におかれています。もし、仮 

にも、 国連安保理が国連憲章を尊重するのと同様に、 国際法や国家主権の尊重に加えて、 

法的義務を尊重し安定を推進する立場に立つならば、 なぜわたしたちに対しては公正さ



を確保することに失敗してきたのでしょうか？なぜ、彼らはエリトリア・エチオピアの 

国民双方を人質にして問題を行き詰らせたままにし、その一方で、同時に、アフリカの 

角地域を混乱と破壊の中にさらす必要があるのでしょうか？同様に、なぜ、根本的な問 

題を隠すために、根拠のない申し立てを捏造しようとしたのでしょうか？この問題は、 

いかなる深い解析も必要とせず、 素人さえ欺くことのできないあからさまな犯罪である 

ことは非常に明白です。 

それにもかかわらず、 エリトリアの主権領土が他国の占領下におかれているという問題 

は、アフリカの角および周辺地域の広い視点から隔てて考えるべきではありません。ワ 

シントンの代々の政権は、地域ごとに彼らの傀儡をたてる危機管理政策によって、この 

地域を継続的な混乱と破壊状態にさらしてきたのは、よく知られた事実です。20 年以 

上にわたって目撃されてきた不安定と破壊は、この事実を十分に裏付けています。この 

意味において、ソマリアは、同じ方面筋が、国家と国民を、過去 20 年間にわたる膨大 

な人的損失と財産の破壊を含む政治的カオスと内戦にさらしてきた典型的なケースで 

す。さらには、直接の軍事的介入と侵略により、膨大な数のソマリア国民が避難せざる 

をえず、信じ難い逆境と非人間的な犯罪を生み出してきました。ソマリアでは今も犯罪 

を隠蔽しようという試みが行われており、 それがソマリアの人々の窮状を広げる結果に 

なっています。彼らの窮状は、独立機関によって調査され、犯罪者には裁きが与えられ 

るべきです。 

危機管理という政治的ゲームは、ソマリアだけに限られたことではありません。間接統 

治あるいは代理統治という理論に基づき、代々のワシントン政権は、戦略的にアフリカ 

の角の国々を特別な利益集団との主従関係の中に組み込み、 その国民たちが発展と安定 

を得ることを阻害してきました。 アメリカ政治とその代理人である諸政権が諸国におい 

て国内混乱を引き起こすために行ってきた政治的工作や謀略は、 軽視されてはならない 

犯罪行為です。 

みなさん 

過去 20 年間、ことにこの 12 年間、TPLF によるエリトリア主権領土への非合法的な占 

領をはじめとし、おわりない経済的そして政治的謀略、あからさまな軍事攻撃、メディ 

アおよび外交における中傷キャンペーンがわたしたちに対して行われてきました。 しか 

し、エリトリア国民と政府は、限られた資力にも関わらず、やってくるすべての難題を 

克服しようとし続け、その結果、明らかに成功してきました。今日、わたしたちが目に 

している敵側の増大するフラストレーションは、 わたしたちの揺ぎ無さがもたらしたも 

のです。



この 20 年間の、アアフリカの角一般およびソマリアにおける直接介入あるいは代理介 

入による謀略行為や憎悪は、完全な敗北に終わっただけでなく、ひどい状態からさらに 

悪い状態へと、事態を悪化させてしまいました。ソマリアに、二つのいわゆる“暫定政 

府”を据え付けようとした失敗を受けて、同じ勢力がいま、地域的また国際的な援護を 

与えることによって、2006 年に彼ら自身がモガディシュから追討した“イスラム勢力” 

を盛り立てようとしています。現在のいわゆる暫定政府の状況は、明らかに新たな失敗 

を作っています。 

彼らの代理人である政権や派閥を延命するために作った虚偽の装飾とともに、政治、軍 

事、外交、プロパガンダへの助成は、単に彼らのフラストレーションを増やすだけでし 

た。 

こういった事実や他の国際的な紛争を考えると、 問題の重要性と同時にこの問題により 

引き起こされた不安の程度を理解することは難しくないでしょう。「言い訳は罪そのも 

のよりも悪い」というアラビアのことわざにあるように、犯罪そのものより悪いのは、 

エリトリアをこういった間違った政策の原因や犠牲者にしようとする試みです。 

みなさま 

昨年の同じ機会に、私はこう述べました；今までの彼らの数々の不正は背後に置き、わ 

たしたちが 20 年間の間に得た経験と、ワシントンの新しい政権による“Change”とい 

う約束を鑑みて、エリトリアはオバマ政権との建設的な関与への準備ができていると。 

建設的な関与という政策は、 わたしたちが何のアクションも起こさない消極的な状態に 

変わるということを意味していたのではありません。こういった政策を追求する中で、 

わたしたちは直接的なアプローチでの関与を考えていたのであり、 ロビー活動や仲介人 

を通してとは考えていません。この建設的な関与という政策は、適切な認識を必要とす 

ることをここに記しておかねばなりません。そうすれば、わたしたちの実践的なイニシ 

アティブが当然のことではないということ、またこの政策が、恐喝や小細工という試み 

を引き起こすべきではないということがわかります。 

一日で判断を下すのは早計でしょう、というのも、特別な利益集団はいかなる種類の 
change にも反対であるのは明らかで、コンプライアンスとしての私たちの建設的な関 

与を誤解しているようなので、彼らはわたしたちの努力に対して、不意打ち攻撃を仕掛 

けたり、妨害したりし続けています。また別の機会に、こういった計画の詳細について



は議論しましょう。しかし、今日のところは、私たちはこういった妨害にも関わらず、 

建設的な関与への努力をやめないということを断言しておきます。 

みなさん 

この機会に、来る年の開発計画とワーク・フレームについて話をはじめましたが、時間 

の関係上、先に述べたような問題に焦点をあてて話してきたため、プログラムについて 

は機会を新たにします。 

しかし、全般的にいえば、食料安全保障、インフラ開発、社会サービスの用意のために 

生産的な投資をしていく計画であり、実施能力を強化するのと同様に、開発基金を増大 

させることによって、経済成長を最優先化していきます。同様に、生活の質と費用への 

プレッシャーとなっている外的・内的要素をやわらげる計画が進行中です。また、全国 

で、持続可能な解決策をもたらす種々のプロジェクトを実施していきます。 

みなさん 

この機会に強調しておくべきもう一つのことは、国連安全保障理事会の 2009 年 12 月 
23 日の“クリスマス・イブ”決議に対して、国内国外でエリトリアの人々が広範にま 

た断固とした態度で行っている抗議デモのことです。断固とした怒りと抗議の表明は、 

エリトリア人とエリトリアの友人たちによりだんだんと高度に組織化され発展してき 

たが、この抗議デモにより、国民と指導者の間に溝を作ることでエリトリアを崩壊させ 

ようとする試みがまったく無益であることが明らかになってきました。また、安保理決 

議は、 恐怖と不信を煽るためのものであるとも明らかになってきました。 安保理決議は、 

かえって、人々のプライドと動機にはずみを加える結果となっています。そして、この 

機会に、エリトリア人全体が、いつものように、正当に報いられるようにとの願いを表 

したいと思います。 

来年には、 この不屈の精神力が、 さらなる組織化をともなって、 あらゆる難題を克服し、 

国の開発目標を満たす格別な成功を記録することを確信しています。 夏の良い雨のご加 

護のもと、この気合いがまた、農業生産増大における助けにもなっていくでしょう。 

戦没者たちに栄光あれ！ 

大衆に勝利を！


